
 

 

 

背景 

都市化が進み、地域としての付き合いが希薄化し、相互扶助などのコミュニティ機能の低

下が言われる中で、ひとり暮らし高齢者、高齢者のみの世帯、ひとり親家庭などの増加によ

る世帯の小規模化が進み、子育てや高齢者介護など何らかの援護・支援を必要とする生活課

題は多様化、複雑化し、また、児童や要介護者への虐待、引きこもりなど新たな問題が潜在

化するなど、地域として取り組むべき生活課題が増大しています。 

一方、地域福祉の担い手をみると、従来から主導的な役割を担ってきた社会福祉協議会を

中心とする住民ボランティア活動に加え、多分野にわたるＮＰＯ活動の台頭など、多様化の

様相を強めており、これら地域の“社会資源”を有機的に連携させることにより、多様な生

活課題を発見し、地域全体で支えるトータルマネジメントの発想とその仕組みづくりが不可

欠となっています。 

今や福祉は、何らかの援護・介護を必要とする人の尊厳を保障しその自立生活を支援する

対個人的、措置的な施策領域にとどまるものではありません。 

三位一体の改革が進み、地域として財政的にも自律していくことが求められる今日にあっ

て、福祉を通じて、公私協働化を具体化し、「生活者の視点」から新たな福祉コミュニティの

形成をめざすことが重要であり、こうした観点から新たな地域づくり、住民自治の方向をめ

ざそうとする動きは全国的な広がりを見せています。 

総合保健福祉計画は、本格的な少子高齢時代を間近に控えた今、「要援護者支援のための

福祉」にとどまることなく、「地域づくりの力としての福祉」への転換をキーワードに、地域

福祉の考え方を基軸して児童福祉、高齢者福祉、障害者福祉、健康増進の分野にわたる施策

の充実と総合化を具現化し、また、公私協働を実践していく新たなまちづくりの道筋を定め

るため、これら４分野の計画を一体的に策定しようとするものです。 

 

視点 

 

視点１ 住民との協働化の実践 ～ 幅広い住民参画による計画づくり  

「地域福祉計画」の最大の特徴は、「住民参画」であり、“計画づくりそのものが

地域福祉活動のはじまり”との認識に立った多様な住民参画方式の取込み  

視点２ 施策の重点性、実効性を担保する明確な目標づくり  

事後評価の視点を織り込んだ施策の打ち出しと、住民の行動指針となるわかりや

すい目標づくり  

視点３ 一体感のある地域コミュニティづくり  

～ 住民の自治意識の醸成と地域の一体感を高める計画づくり  

今後の少子高齢社会を見据えた、住民主導による一体感のある地域コミュニティ

づくり、特に合併地域における新たなまちづくりへの地域住民の一体感の醸成に

資する策定手法の取込みと計画づくり 
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ステップ 

本計画は、次の調査ステップに沿って策定します。 

 

 
ステップ１：基礎調査・分析 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●社会経済動向の分析と広域動向、上位計画の把握
●地域の位置と自然的・社会経済的条件の把握 
●人口構成の現状特性及び動向の把握 
●各分野対象者等の状況及び動向の把握 

（１）地域特性の現況把握調査 

（４）基礎調査・分析結果等に基づく現状問題点と

計画課題の検討 

関係団体・住民代表等インタビュー調査
（ワークショップ等）の実施 

アンケート調査の実施・分析 

●アンケート調査や、各福祉分野対象者代表や福祉推
進実践者代表等（ホームヘルパー、民生児童委員、
福祉委員等）のインタビュー調査による現状認識・
施策ニーズの把握・分析 

●地区別にみた課題や施策方向性の検討への住民の
意見反映 

（３）住民ニーズ把握調査 

次世代育成支援行動計画（昨年度策定）等関連計画と
の調整 

●保健福祉サービスの実施状況 
●医療環境、健康づくり活動等の実施状況 
●ボランティア、社会福祉協議会等の民間福祉活
動の状況 

●福祉教育、広報活動の実施状況 
●相談体制の整備状況  など 
（その他関連生活関連施策） 
●住環境、移動対策、防災対策、消費者対策等
●就労支援環境、雇用対策 
●生涯学習、スポーツ振興施策 
●生きがい対策  など 

関連施策の執行状況評価分析及び庁内関連各課ヒアリ
ングの実施 

健康増進計画に係る健康水準 
（ベースライン）の分析 

第 2 期介護保険給付実績分析及び「日常生
活圏域」の検討 

関連資料・データによる現況特性・資源分析 

（２）各計画に関連する施策の現況・課題評価

 ステップ２：計画案の策定 

 

 

 

 

 

  

 

（６）地域福祉計画としての個別施策の検討 

以下の諸点から保健福祉分野を総括する地域福祉計
画として盛り込むべき個別施策を検討し、提起します。
この場合、別途策定される関連個別計画の施策との整
合を図るものとします。 
①社会福祉に関する活動への住民参加の促進 
②社会福祉を目的とする事業の健全な発達 
③福祉サービスの適切な利用の推進 
④生涯にわたる望ましい生活習慣病対策の確立

（５）総合保健福祉計画骨子案（中間案）の策定・協議 

保健福祉分野における今後の計画課題と明らかにす
るとともに、保健福祉分野に共通する統一的なビジョ
ン・将来目標の設定とその実現のための施策体系、重点
施策や地区別にみた課題とその解決のための取り組み
方向等を検討し、計画骨子案（中間案）として取りまと
めます。 

「次世代育成支援地域行
動計画」（平成 16 年度策
定）の計画目標や施策と
の相互調整 

「高齢者保健福祉計画・第３期介護
保険事業計画」としての計画案の策
定と相互調整 

「健康増進計画」としての計画案の
策定と相互調整 

「障害者基本計画」・「障害福祉計画」
としての計画案の策定と相互調整 

 
○改正介護保険法 
（6 月 22 日成立）
○障害者施策に係る
新法の成立見通し

（７）総合保健福祉計画案としての全体的な取りまとめ・内容調整・確定 
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